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教　育　相　談 ０２６（２４８）０００１

月～金　８：３０～１７：１５ 子どもがかかえている悩みや、子育ての悩み、いじめ、不

登校の問題など。面接による相談も行っています。　  東庁舎１階 学校教育課⑫

スクールカウンセラー ０２６（２４８）９０１０

各中学校に在籍しています。心の教室相談員もおります。

小学生のかたは、小学校へお申し込みください。　　　　　　　 学校教育課⑫

フレンドリールーム ０２６（２４８）９０１０

登校しづらくなっていたり、登校することができない状態がつづいている児童・

生徒ための中間教室です。詳細は各学校におたずねください。   学校教育課⑫

児童扶養手当 ０２６（２４８）９０２６

児童を育成する、ひとり親家庭の生活の安定と、自立促進のために支給される手

当です。請求者が福祉課の「母子相談員」と面談後、子ども課にて認定請求の手

続きをしていただきます。所得制限があります。   　　　   東庁舎１階 子ども課⑩

母子・父子相談 ０２６（２４８）９００３

母子家庭の母、父子家庭の父および寡婦の方の就業、自立、日常生活など、

さまざまな支援の相談を受けつけています。              本庁舎１階 福祉課⑨

須坂市就学援助制度 ０２６（２４８）９０１０

経済的理由から就学が困難な家庭を対象に、学用品費、給食費、医療費など

義務教育にかかる費用の支援を行っています。

入学前に新入学用品費の援助を希望される方は、小学校は入学予定先の

小学校に、中学校は在籍中の小学校に１２月中旬までにお申し出ください。

学校教育課⑫

須坂市奨学金制度 ０２６（２４８）９０１０

高等学校、高等専門学校、大学に在学又は進学する方で、経済的理由で

修学が困難な方に奨学金を貸与します。　　　　　　　　　　　　　　　 学校教育課⑫　


